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夫婦のみ（片働き）
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夫婦子２人（片働き、大学生・中学生）

夫婦子１人（片働き、中学生） 単 身

（単位：万円）

主要国における所得税の「課税最低限」及び「税額と一般的な給付の給付額が等しくなる給与収入」の比較

（給与収入）

夫婦子２人（片働き、大学生・中学生）のケースで、給与所得者の所得のうちその金額までは所得税が課されない給与収入（「所得税の課税最
低限」）は日本の場合285.4万円。これに一般的な給付措置を加味した際に、支払う税額が受け取る給付額と等しくなる（実質的に負担額が生じ
始める）給与収入は631.5万円。主要国における同様の給与収入水準を比較している。

税額と一般的な給付の給付額が

等しくなる給与収入

課税最低限

（注１）所得税額及び給付額の計算においては、統一的な国際比較を行う観点から、一定の家族構成や給与所得を前提として一般的に適用される控除や給付等を考慮している。
（注２）比較のため、モデルケースとして夫婦子１人の場合にはその子を13歳として、夫婦子２人の場合には第１子が就学中の19歳、第２子が13歳として計算している。
（注３）日本については、2024年分（令和６年分）の定額減税を加味していない。米国については、概算控除である標準控除を選択した納税者の場合の数字である。
（注４）一般的な給付措置として、日本は児童手当を含めた場合の数字。米国では児童手当制度は設けられていないが、所得税の税額控除として児童税額控除が含まれている。英国は、全額給付の勤労税額控除・児童税額控除及び児童手

当を含めた場合の数字。ドイツは児童手当を含めた場合の数字。フランスは家族手当（子どもが２人以上いる場合に支給）及び活動手当を含めた場合の数字。
（備考）邦貨換算レート：１ドル＝150円、１ポンド＝186円、１ユーロ＝162円（基準外国為替相場及び裁定外国為替相場：令和６年（2024年）１月中適用）。なお、端数は四捨五入している。

（2024年１月現在）


